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は し が き

　本報告書は、金融法務研究会第１分科会における平成 22 年度の研究の成果である。

　金融法務研究会は、平成２年 10 月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取引約款

の検討を取り上げ、その成果を平成８年２月に「各国銀行取引約款の検討―そのⅠ　各種約款

の内容と解説」として、また平成 11 年３月に、「各国銀行取引約款の比較―各国銀行取引約款

の検討　そのⅡ」として発表した。平成 11 年１月以降は、金融法務研究会を第１分科会と第

２分科会とに分けて研究を続けている。

　第１分科会で取り上げたテーマは、巻末の報告書一覧のとおりであるが、平成 22 年度は

「金融規制の観点からみた銀行グループをめぐる法的課題」をテーマとして取り上げ、そこで

の研究成果を本報告書に取りまとめた。

　本報告書では、第１章で「企業結合法制と銀行規制の関係について」（加藤貴仁担当）、第２

章で「銀行持株会社における株主保護―「強度の源泉（Source of Strength）」法理との関係―」

（神作裕之担当）、第３章で「銀行持株会社の破綻処理のケーススタディ」（松下淳一担当）、第

４章で「クロスボーダー金融機関の破綻処理について」（森下哲朗担当）、第５章で「親子会

社関係における子会社の保護」（前田重行担当）、第６章で「上場子会社に関する若干の問題」

（神田秀樹担当）を取り上げている。

　このうち第１章では、多重代表訴訟と子会社の重要事項に対する親会社株主の権限拡大が、

銀行規制に与える影響を検討し、今後の望ましい制度改革の方向を示している。第２章では、

アメリカにおける「Source of Strength」法理の変化や同法理を巡る議論を紹介し、会社法の

諸原則との抵触の問題を論じる。第３章では、「あしぎん FG」の例を取り上げて、破綻金融

機関の銀行持株会社に関する預金保険法の特別管理制度の問題を明らかにする。第４章では、

国際金融グループの破綻処理に関し、本拠地国における監督・倒産手続きに一元化する方向

と、属地主義的な破綻処理の方向がせめぎ合っている状況が説明され、望ましい方向の検討が

なされている。第５章では、子会社保護のための諸制度を検討し、会社法改正の立法論を検討

する。第６章では、親会社・子会社概念を検討したうえ、上場子会社を巡る問題を考察する。

　本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立つことができれば幸いである。

　なお、本研究会には、銀行の法務分野から実務を担当する方にオブザーバーとしてご参加い

ただいている。また、事務局を全国銀行協会業務部にお願いしている。

　最後に、同分科会では、平成 24 年度には「金融商品の販売における金融機関の説明義務等」

をテーマとして取り上げ、研究を続けている。

平成 25 年 12 月

金融法務研究会座長　　

岩　原　紳　作
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